
宗像市生涯学習推進本部設置要綱の一部を改正する告

示  
宗像市生涯学習推進本部設置要綱（平成１５年宗像市教育委員会

告示第１１号）の一部を次のように改正する。 
 第４条第２項中「助役」を「副市長」に改める。  

附 則  
 この告示は、平成１９年４月１日から施行する。  

資料２１ 



宗像市生涯学習推進本部設置要綱新旧対照表 
改正案 現行 

(本部長及び副本部長) (本部長及び副本部長) 
第 4 条 略 第 4 条 略 
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をも

って充てる。 
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、助役及び教育長をもっ

て充てる。 
3 及び 4 略 3 及び 4 略 
  

 
 




